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令和７年度公共事業再評価調書 担当課名　

28

28 工事着手年度 28

(1)事業目的

(2)事業内容
1,500 ｍ

1,500 ｍ 1 橋

(1)事業を巡る社会経済情勢等の変化

(2)事業の投資効果
　○費用便益分析結果 （令和 7 年度時点）

・総便益（B） 13.2 億円

・総費用（C） 10.8 億円

　○見込まれる効果（定性的な効果）

(3)事業の進捗状況 （令和 7 年度見込み）
進捗率

63.8% （ 617 百万円 ／ 967 百万円 ）

21.3% （ 320 ｍ ／ 1,500 ｍ ）

100.0% （ 1 橋 ／ 1 橋 ）

88.6% （ 14,803 ㎡ ／ 16,713 ㎡ ）

評価

評価

(1)対応方針（案）

本事業を 【 】 する。

(2)理由

橋梁工：

資料2(様式１)

番号 8

事　業　名 河川改修事業(広域河川改修事業) 事業主体 静岡県

河川海岸整備課

再評価理由※ 再評価実施後５年間が経過した時点で継続中

箇　所　名 二級
にきゅう

河川
か せ ん

神宮寺
じんぐうじ

川
がわ

関係市町 浜松市

事業採択年度 平成 年度 計画期間 平成28年度　～　令和14年度

用地着手年度 平成 年度 平成 年度

全体事業費
百万円 投資状況

（百万円）

～R5年度 R6年度 計

967 568 30 19 617

R7年度見込

【視点２】
下流工区（井伊谷川合流点から神宮寺橋付近までの区間）及び上流工区（横尾橋付近から黒渕橋付近まで
の区間）を対象にしており、現在は上流工区を整備中であり、令和５年度に水神橋の架替が完了した。地
域住民の理解も得られており事業への期待も大きいことから、引き続き事業進捗を図ることで、計画期間
内の完成が見込まれる。

【視点３】

良質な工事発生土を築堤材に利用している。引き続き現場内流用や、他事業と連携しコスト縮減に努めて
いく。

新たなコスト
縮減・代替案

立案等
の可能性

今後の
事業の進捗
の見込み

対応方針
(案)

継続が妥当

継続

　本事業は、河川改修により神宮寺川流域の浸水被害を軽減するものである。
　当地域では、近年、激甚化・頻発化する豪雨により、事業の必要性が一層高まっており、さらに事業の
投資効果も見込まれ、地元住民の事業への期待も大きく、今後の事業の進捗が見込めることから、事業を
継続する。

・被災可能性に対する不安の低減効果
・治水安全度の向上による地価の上昇
・流下阻害となっている橋梁の架替に合わせた道路幅員拡幅による地域交通の利便性の向上

内　訳

B/C（i=4%） 参考:B/C（i=2%） 参考:B/C（i=1%） EIRR

1.2 1.7 2.0 5.1%

施工延長：

河道拡幅工：

事業概要

事業の
必要性

事業量

事業費

河道拡幅工

橋梁工

用地取得

区　分

【視点１】

　神宮寺川流域は事業採択時から土地利用に大きな変化は無いものの、平成23年9月台風15号の豪雨にお
いて堤防から越水し、家屋と農地が浸水した。このため、地元からは早急な治水対策が望まれている。

　下流の資産集積区間については井伊谷川とのバランスの観点から年超過確率1/20規模の降雨による洪水
を安全に流下させることを目標とし、平成23年9月洪水で浸水被害が発生した横尾地区については再度災
害防止の観点から、年超過確率1/10 規模の降雨による洪水を安全に流下させることを目標とする。

継続が妥当

（被害軽減便益：12.8億円、施設の残存価値：0.5億円）

（建設費：9.7億円、維持管理費：1.0億円）



総括表

 総費用Ｃ 1,079百万円

Ｂ／Ｃ 1.23

総便益

総費用

　総費用
　　Ｃ＝　∑各年事業建設費／（1＋0.04）n＋Σ年間維持管理費／（1＋0.04）n
　　　＝　　　　974.5　百万円　　　＋　　　104.0　百万円
　　　＝　　　1,078.5　百万円

○事業の有無による被害額の差分
　　年平均被害軽減期待額を社会的割引率4％、評価対象期間67年（整備期間17年＋50年）とし、
　　現在価値化する。

○施設等の残存価値
　　評価期間末における施設等の残存価値を社会的割引率４％で現在価値化する。

　総便益
　　Ｂ　＝　Σ年平均被害軽減期待額／（1＋0.04）n + 評価期間末残存価値／（1＋0.04）n
　　　　＝　　　1,277.5　百万円　　　＋　　　46.8　百万円
　　　　＝　　　1,324.3　百万円

※ 被害額は洪水による家屋、事業所、農作物、公共土木施設などの被害額と営業停止損失、家庭・事業所に
おける応急対策費用である。
※ 年平均被害軽減期待額は洪水の生起確率を生起確率別被害軽減額に乗じ、計画対象規模まで累計するこ
とにより算出する。
※ 整備期間中の便益は、事業費に比例して発生するものとする。

○事業建設費
　　各年の事業建設費を社会的割引率４％で現在価値化する。

○評価期間内に必要な維持管理費
　　各年の維持管理費を社会的割引率４％で現在価値化する。
　　建設費の0.5%／年、評価対象期間：67年（整備期間17年＋50年）

[建設費]＋[評価期間内に必要な維持管理費]

費用便益比算出説明書

二級河川　神宮寺川
　　　　　　　　　　　　　（「治水経済調査マニュアル（案）」国土交通省 水管理・国土保全局 令和６年４月）

 総便益Ｂ
[事業を実施しない場合の被害額]－[事業を実施した場合の被害額]
＋[施設の残存価値]

1,324百万円












